
滋賀労働局では、従業員のスキルアップや生産性向上に取組む事業主の皆さま
に助成金の支給を通じて積極的に支援することとしています。

この度、DX化などデジタル人材の育成を検討されている事業所を対象として、
人材開発支援助成金の活用方法を分かりやすく説明するセミナーを開催いたしま
すので、是非ご参加ください。

厚生労働省・滋賀労働局・ハローワーク

国の助成金を活用した

“デジタル人材” 育成に関するセミナーのご案内

１．開催日時

人材開発支援助成金（デジタル人材育成）セミナー

企業内の人材育成に取組む

中小企業の皆さまへ

オンライン開催 （Zoom）

３．主な内容
・ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）とは？
・中小企業におけるＤＸの取組状況
・ＤＸ推進に必要となるデジタル人材育成
・「人材開発支援助成金」を活用したデジタル人材育成の提案
・「産業雇用安定助成金（スキルアップ支援コース）」のご紹介

４．対象事業所
人材育成に取り組まれる事業所

※定員300人になり次第締め切ります
※今回のセミナーは活用導入編（初歩的内容）となります

５．申込方法
裏面をご参照のうえ滋賀労働局ＨＰからお申し込みください

令和６年８月30日(金) 14:00～15:00
令和６年９月２日(月) 10:30～11:30

※両日は同じ内容です２．開催方法



ご参加にあたってのお願い

●セミナー資料について

上記滋賀労働局HPの申込みページに掲載しますので、あらかじめダウンロードの上、お手元にご

準備ください。 （8月23日（金）掲載予定）

●研修会の録音や録画は一切禁止します。

●「オンラインによるセミナー利用規約」（上記申込みページに掲載）への同意が必要です。

●ご登録いただいたメールアドレスあてに、通常３０分以内にZoomから確認メールが送付されます

（研修会参加に必要となる「URL」、「ＩＤ」、「パスコード」等をご案内します）。

あらかじめ迷惑メール設定等の解除をお願いします。申込み後のキャンセルもこのメールから可能で

す。確認メールが届かない場合は、お手数ですが下記までご連絡ください。

●説明会当日は、ご案内した「URL」から入っていただき、「ID」、「パスコード」を入力の上、参加してく

ださい。（説明会当日は開始時刻３０分前より参加可能です。10分前を目途に入室参加してください）

●スマートフォン又はタブレットからZoomを使用する場合は、アプリをインストールし、説明会当日はアプ

リから参加してください。パソコンでWebブラウザからZoomを使用する場合はインストール不要です。い

ずれの端末を使用する場合でも、Zoomのアカウント登録は不要です。

●ネット環境は利用者様ご自身で準備いただく必要があり、通信機器・通信料等の費用は利用者様の

ご負担となります。

●研修会終了後、オンライン上でのアンケートの記入にご協力をお願いします。

●セミナー内容に関するご質問、助成金に関するお問い合わせは、下記までご連絡ください。

セミナーへの参加申し込み方法

★ご参加には「オンラインによるセミナー利用規約」への同意が必要です。

★以下のURL又は右のQRコードから滋賀労働局HPのお申し込みページへアクセスし、

Zoomの申込みフォームから参加登録してください。

滋賀労働局HP： https://jsite.mhlw.go.jp/shiga-roudoukyoku/material.html

トップページ＞滋賀労働局主催オンラインセミナー

＞令和６年度人材開発支援助成金（デジタル人材育成）セミナー

検索滋賀労働局 オンラインセミナー

（利用規約）

お問い合わせ
滋賀労働局 職業安定部 職業対策課
〒520-0806 大津市打出浜14番15号 滋賀労働総合庁舎５F

Tel：077-526-8686


